
10月1日から消費税が10％になります
産業振興課商工振興係　☎（63）2182

軽減税率制度が実施されます
　軽減税率は、税率10％引き上げに合わせて、暮らしに欠かせない
飲食料品等の税率を８％に据え置きとする制度です。
◯軽減税率の対象品目

飲食料品 	…酒類・外食を除く 新　　聞 	…定期購読契約で週２回以上発行

中小・小規模事業者の方へ
軽減税率の対応について
　標準税率10％と軽減税率８％について、帳簿・請求書・レシート等の記載を複数税率に対応させる必要があり
ます。軽減税率の対象品目の販売がない人も含め全ての事業者に関係があります。
問い合わせ　消費税軽減税率電話相談センター　☎0120（205）553
軽減税率対策補助金
　複数税率対応のため、軽減税率の対象商品を販売している中小の小売事業者がレジやシステムの導入・改修
をする際の経費を国が支援します。9月30日㈪までの導入・支払いが必要です。
問い合わせ　軽減税率対策補助金事務局　☎0120（398）111	
キャッシュレス・消費者還元事業
　キャッシュレス決済対応端末導入の全額補助、決済手数料軽減、消費者へのポイント還元等を国が支援しま
す。端末導入の初期負担がなく、期間中は決済手数料も優遇されます。
実施期間　10月～令和２年６月
問い合わせ　ポイント還元問合せ窓口（中小・小規模事業者向け）　☎0570（000）655

消費者へのポイント還元事業
　対象の店舗で、キャッシュレス決済により支払うと、５％または２％のポイント還元が
受けられます。（店舗により対応する決済方法が異なります）
ポイント還元期間　10月～令和２年６月
問い合わせ　キャッシュレス・消費者還元事業事務局　☎0120（010）975 ▲このマークが目印
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財源確保のために広告を掲載しています。


